
令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
内
閣
府
令
第
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗





児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え

る
。

改

正

後

改

正

前

第
三
十
六
条
の
三
十
四

法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
四

法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

一

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。）を
行
う
事
業
所
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
一
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業
を
利
用
す
る
児

童
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」
と
い
う
。）が
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
の

総
数
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下
の
数

の
乳
幼
児
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
出
生
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
し
た
乳

児
又
は
幼
児
で
あ
つ
て
満
三
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
。）を
対
象
と
し
て
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
と
き

次

に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
に
準
じ
、
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
。

三

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業
を
利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
利
用
児
童
数
」
と
い
う
。）が
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
一
時
預
か

り
事
業
を
行
う
と
き

次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
に
準

じ
、
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

﹇
イ
〜
ニ

略
﹈

﹇
イ
〜
ニ

同
上
﹈

ホ

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
同
令
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第
十
三
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
十
三
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
十
三
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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